
（H27.4.1 一部改正  改正後全文） 

   五戸町障害者地域生活支援事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）がその有する能力

及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう障害者等の生活支援事業

を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は五戸町とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切な

事業運営が可能と認められる社会福祉法人等（以下「事業者」という。）に委託又は事

業費を補助等することにより実施できるものとする。 

 （事業の内容） 

第３条 この事業は、次の各号のとおりとする。 

（１）相談支援事業 

（２）意思疎通支援事業 

（３）日常生活用具給付等事業 

（４）移動支援事業 

（５）地域活動支援センター事業 

（６）更生訓練費支給事業 

（７）施設入所者就職支度金給付事業 

（８）知的障害者職親委託事業 

（９）日中一時支援事業 

（10）障害者自動車運転免許取得費助成事業 

（11）身体障害者自動車改造費助成事業 

 （利用者負担額） 

第４条 利用者は、前条第３号、第４号及び第９号については利用料として、各事業実

施要領で定めた基準単価の１割に相当する額（以下「利用者負担額」という。）を負担

しなければならない。 

２ 利用者は、利用者負担額を事業者に直接支払うものとする。 

３ 同一の月の利用者負担額について第１項に規定する各事業ごとに別表のとおり上限

額（以下「利用者負担上限月額」という。）を設け、同一の月の利用者負担額が利用者

負担上限月額を超えた場合は、超えた利用者負担額について免除する。 

 （報告及び帳簿の整備） 

soumu
ハイライト表示

soumu
ハイライト表示

soumu
ハイライト表示

soumu
ハイライト表示

soumu
ハイライト表示



（H27.4.1 一部改正  改正後全文） 

第５条 第２条の規定により委託又は補助を受けている事業者は、事業の実施状況につ

いて、毎月及び当該年度の事業終了後、速やかに町長へ報告するものとする。 

２ 事業者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、

サービス提供記録等の帳簿を整備し、５年間保管しなければならない。 

 （留意事項） 

第６条 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守

り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならない。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

   附 則（平成１８年五戸町告示第７６号） 

 この要綱は、告示の日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年五戸町告示第６号） 

 この要綱は、告示の日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２２年五戸町告示第３１号） 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年五戸町告示第２３号） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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別表 

 

区分 世帯の収入状況 利用者負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 

０円   

低 所 得 

利用月（第３条第３号にあって

は、申請月）の属する年度（当該

月が４月から６月の場合にあっ

ては、前年度）の市町村民税が世

帯員全員について非課税の者 

一  般 生活保護、低所得に該当しない者 ３７，２００円   

  この別表において「世帯員」とは、１８歳以上の障害者にあっては当該障害者及び

その配偶者を、１８歳未満の障害児にあっては当該障害児の保護者が属する世帯の構

成員全員をいう。 
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